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皿彗のため腐食した銅像
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四 百 婁 鸚

ストックホルム（スウェーデン）で開かれたＰＯＰｓ条
約採択会議とＩＰＥＮ会議（本誌５ページを参照）に参加
したあと、酸性雨による被害状況を見ようと同市内とオ
スロ（ノルウェー）、コペンハーゲン（デンマーク）の歴史
的な銅像を訪ねました。
１７世紀、スウェーデンを欧州の大国にしたグスタフ・

アドルフ王の銅像（写真右〉、オスロの国立劇場前に建
つ「近代劇の祖」、ヘンリク・イプセン（『人形の家』など
の著者）の銅像（写真左）、コペンハーゲンの王宮周辺の
各種銅像などは、いずれも酸性雨のため、かなり黒く変
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色していました。
北欧に酸性雨が降り始めたむ）ｊ友池４０年代。１９６０年代

後半には北欧の豊かな自然資まである森林の樹木が衰弱
し、多＜の湖沼に魚が棲めなくなりました。北欧の上空
に英国、中欧、東欧、ロシアの大気汚染物質が北、北東、
北西風で運ばれてくるためです。
１９７２年６月、スウェーデンの提唱によってストック

ホルムで「国連人間環境会議」が開かれました。その後、
他の欧州諸国でも越境酸性雨が激化したため、国際会議
を頻繁に開いて汚染物質排出量の削減対策を推進、今で
は汚染状況がかなり改善されています。
（文と写真・川名英之、写真は５月２４～２５日に写す。）
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川名英之・ストックホルムでＰＯＰｓ条約を採択条約採択会議の報告
川名英之・スウェーデンが新化学物質対策「予防原則」に基づく先進的法律目指す
水口哲・ＩＰＥＮ事前ワークショップ参加日誌
立川涼・立川涼国民会議代表が衆議院でＰＣＢ処理について証言
森 谷 隆 ・ 新 化 学 物 質 指 標 ガ イ ド ラ イ ン
菅野義彦・基調講演「医療における内分泌撹乱化学物質の現況について」
ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａＩＮｅｗｓＣｌｉｐ（最近の国際動向）

高木佐基子・「環境法の今」第５回グリーン購入法の解説
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残留性有機汚染物質

ストックホルムで
ＰＯＰｓ条約を採択

条約採択会議の報告

Ｅｉｌｌｌ１９ｔＥＥ９川名英之

５月２２日～２３日、ストックホルムでＦ残留性

有機汚染物質（ＰＯＰｓ）条約採択会議」、１９日～

２３日、（国際ＰＯＰｓ絶滅ネットワークロＰＥＮ）

会議」が開かれ、「ダイオキシン・環境ホルモン

対 策 国 民 会 議 」 常 任 幹 事 の 川 名 英 之 と 同 、 水 口

哲 が 出 席 し ま し た 。 以 下 に 条 約 採 択 会 議 に つ い

ては川名が、ＩＰＥＮの会議については水口が報

告します。（水口報告は８頁）

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１１２

ダイオキシンは全廃へ、ＰＣＢは無害化処理
ダイオキシン、ＰＣＢ、ＤＤＴなどの残留性有

機汚染物質（ＰＯＰｓ）の廃絶に向けた［ＰＯＰｓ

条約採択会議］が５月２２日からスウェーデンの

首都ストックホルムの国際会議場に１２７カ国の政

府関係者と国際機関代表、ＮＧＯなど計約４８０人

が参加して開かれ、２２日午後、交渉開始から３

年ぶりに条約が採択されました。

採択された条約の目的は、一言で言えば「リ

オ宣言第１５原則に掲げられた予防的アプローチ

に留意し、残留性有機汚染物質に対して、人の

健康の保護及び環境の保全を回｜る」というもの。

その対策手法は主に次のような内容です。

① 条 約 の 対 象 物 質 は アル ド リ ン、 ディル ド リ ン、
エンドリン、クロルデン、ヘプタクロル、トキ

サフェン、ＤＤＴ（以上の７種類はいずれも殺

虫剤）、ヘキサクロロベンゼン（殺虫剤、その

他）、マイレックス（防火剤）、ＰＣＢＧ色縁油、

熱 媒 体 な と 凪 ダイ オ キ シ ン 類 、 ジベ ン ゾ フ ラ

ン類の１２物質である。

②１２種類の残留性有機汚染物質のうち、ＰＣＢ、
クロルデンなど９物質の製造・使用・輸出入は

原 則 と して 禁 止 す る。

③ＰＣＢは２０２５年までに使用を禁止。し、無害化処

理完了の目標年次は暫定的Ｃこ２０２８年とする。

④役虫剤として使われる農薬のＤＤＴはマラリア

予防の必要な国で、蚊の駆除に限って使用を認

め、定期的に報告を義務付けて審査する。それ

以 外 は 製 造 、 使 用 を 禁 止 す る。

⑤非意図的生成物のダイオキシン、ジベンゾフラ
ン、ヘキサクロロペンゼン、ＰＣＢの４物質は

可能な範囲で廃絶を究極的な目標とする。

⑥ＰＯＰｓで定められた対策の実施に必要な技術
と資金は条約の早期実施のため、地球環境基金

（ＧＥＦ）などを通して開発途上国に助成する。

「条約はＰＯＰｓに対する戦争宣言」
「ＰＯＰｓ条約採択会議ｊは５月２２日午前１０時

に開会され、挨拶に立った国連環境計両のクラ

ウ ス ・ テ プ フ ァ ー 事 務 局 長 が 「 市 場 に は ７ 万 種

から１０万種の化学物質が存在するうえに、新し

い化学物質が毎年約１、５００種ずつ開発され、化学

物 質 は 今 や 我 々 の 生 活 の 一 祁 に な っ て い ま す。

しかし、その中でＰＯＰｓはがんを始めとするさ

ま ざ ま な 疾 患 、 心 身 機 能 の 不 調 、 生 殖 障 害 な ど

を引き起こします。この条約はＰＯＰｓに対する

戦争開始の宣言です］と述べました。



条約への署名は９２力国、日本は末署名
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テ プ フ ァ ー 事 務 局 長 は 次 に スウ ェ ー デ ン が 政

府 間 交 渉 会 議 を 支 援 し 、 さ ら に 首 都 ス ト ッ ク ホ
ル ム に こ の 条 約 採 択 会 議 を 招 致 して 出 席 者 を 歓

迎 してくれ た こ と に つ いて 「 心 か ら 感 謝 して い

ます。この条約を『ストックホルム条約』と名

付 ける こ と で、 スウ ェ ー デ ン と ス ト ッ ク ホ ル ム

に 対 す る 会 議 出 席 者 に 敬 意 を 表 し た い ］ と 述 べ

ると、会場がら拍手が起こりました。

轟ャ なぺ

最終議定書と条約の署名式の後、記者会見
をして条約採択の意義について語るテプフ
ァー国連環境計画事務局長（右）＝５月２３日、
筆者写す。

深刻化した環境・人体のＰＯＰｓ汚染

条約 署 名 国 は 批 准 す る と み ら れて い ま す。 こ の

条約は５０カ国の批准で発効します。

ここで採択に至るまでのＰＯＰｓ条約政府間交

渉の歩みを振り返ってみましょう。

１９６０年代と１９７０年代を通じて、工業と農業の

分 野 で の 化 学 物 質 の 使 用 は 劇 的 に 増 加 し 、 化 学

物 質 は 現 代 社 会 に と って 重 要 な 存 在 と な り ま し

た。しかし、その半面、「残留性有機汚染物質」

の 範 昨 に 属 す る 有 害 化 学 物 質 に よる 環 境 と 人 体

へ の 悪 影 響 が 国 際 的 に も 次 第 に 大 き な 関 心 を 集

め る よ う に な り ま し た 。 そ の 濃 度 が た と え 低 く

て も が ん の 発 生 や 中 枢 ・ 抹 消 の 神 経 系 統 へ の 悪

影 響 、 免 疫 シ ス テ ム の 疾 患 、 生 殖 機 能 の 障 害、

幼 児 ・ 子 ど も の 諸 機 能 の 正 常 な 発 達 と 成 長 の 阻

害 な ど が そ れで す。
こうしてＰＯＰｓは残留性のほか、食物連鎖に

よ って 生 物 の 体 内 に 薔 積 し 、 濃 縮 し や す い 性 質

を 持 ち 、 人 の 健 康 と 環 境 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 危 険

な 化 学 物 質 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た の で す。

残留性と薔積性を持つＰＯＰｓは長距離移動をし
て、 こ れ ま で 製 造 も 使 用 も さ れ た こ と の な い 南

極 や 北 極 近 く ま で も 汚 染 して い る こ と が イ ヌ イ

ットやアザラシ、クジラの汚染から判明しました。

ＰＯＰｓ条約交渉会議が終了したことを説明す

る「最終議定書」と［ストックホルム条約］に

対する署名は２３Ｅ］午前１０時すぎに始まり、終日

続 け ら れ ま し た。

日 本 政 府 代 表 の 内 田 富 夫 ・ スウ ェ ー デ ン 大 使

は最終議定書にだけ署 名しました。署名後、内

田 大 使 は 「 日 本 は ダイ オ キ シ ン や Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物

な ど に つ いて、 さ ま ざ ま な 法 律 や 規 則 を 通 じ て

ＰＯＰｓの脅威を防ごうと努めています。日本は

できるだけ早期に条約に参加する考えです」と語

り ま し た。

こ の 日 、 最 終 議 定 書 に 署 名 し 、 さ ら に 条 約 に

も署名した国は９１力国とＥＣ（欧州委員会）、最終

議定書だけの署名は１１５力国とユ地域経済統合組

織 で し た 。 条 約 参 加 へ の 強 い 意 気 込 み を 印 象 づ

け た の は カ ナ ダ で、 会 場 で 条 約 批 准 を 終 え ま し

た。６月２０日、フィジーが条約を批准し、７月

１５日現在、批准は２力国、条約署名国は９３力国。
条約交渉３年、６回目の会合で採択に
ＰＯＰｓによる地球規模の環境汚染が問題化し

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．１２０
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たため、国連環境計画は１９９Ｅ５ｆｌΞ１０～１１月、ＰＯＰｓ

を海洋環境汚染物質に特定し、そのうえで「陸上

活 動 に よ って 影 響 を 受 ける 海 洋 環 境 保 護 の た め

の世界行動計画」を採択しました。その後、汚染

の効果的な防止には法的拘束力のある条約をっ

くって国際的にＰＯＰｓを規制する必要があると

いう議論が高まり、１９９７年２月、国連環境計画管

理理事会がＰＯＰｓによる環境汚染の防止・ＰＯ

Ｐｓ廃絶を目指す条約づくりを決定したのです。

ＰＯＰｓ条約づくりの政府間交渉会議第１回会

合は１９９８年７月、カナダ・モントリオールで開

ＰＯＰｓ条約最終議定書に署名
する日本政府代表、内田富夫・
スウェーデン大使＝５月２３日、
筆者写す。

か れ 、 そ れ 以 来 ３ 年 問 、 さ ら に ４ 回 の 地 道 な 交

渉 会 合 が 積 み 重 ね ら れ ま し た 。 そ の 結 果 、 今 年

５ 月 、 南 ア フ リ カ ・ ヨ ハ ネ ス ブル グ で 開 か れ た

第 ５ 回 会 合 で 最 終 合 意 に 達 し 、 今 度 の ス ト ッ ク

ホルム会合で採択に達したものです。

日本ではＰＯＰｓ条約に関係の深い「ＰＣＢ廃

棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案」

と「環境事業団法の一部を改正する法律案ｊの２

法案（ニュースレター第ｎ号、６ページ及び本号

第１０ページを参照）が国会で審議されていました

が、６月１５日、可決成立しました。

ストックホルム条約の日本語版力
ニュースレター第１０号でお知らせしたＰＯＰｓ

（残留性有機汚染物質）に関するストックホルム条

約 の 日 木 語 訳 が 完 成 し ま し た 。 環 境 事 業 団 の 助

成 を 受 け、 東 京 農 工 大 学 の 細 見 正 明 教 授 の 監 修

のもと、国民会議が翻訳を行ったものです。こ

の条約は国民会議のホームページ（h t t p : / / w ww.

ｋｏｋｕｒｌ１血-ｋａｉｇｉ、０ｒｇ／）でご覧いただけます。

ストックホルム条約の発効には、５０カ国以上

の 批 准 等 が 必 要 な の で、 数 年 は か か る と 見 ら れ

・
冒
Ｉ
Ｉ
轡

ています。「化学物質の安全に関する政府間フォ
ーラム（ＩＦＣＳ）」では、遅くとも２００４年までには条

約を発効させるよう勧告しています。最新の批准

状況はＵＮＥＰのホームページ（趾ｔｐ：／／ｉｒｐｔｃ．ｕｎｅｐ．

ｄｌ／ｐｏｐｓ／ＰＯＰｓ＿ｌｎｃ／ｄｉｐｃｏｎ／ｄｉｐｃｏｎｓｉｇｎａｔ．ｈｔｍ）

で 確 認 す る こ と が で き ま す。 日 本 政 府 が 早 急 に

批准を行うように一緒に働きかけましょう。

（ 国 民 会 議 常 任 幹 事 橘 高 真 佐 美 ）

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．１２



スウェーデンが新化学物質政策
「予防原則」に基づく先進的法律目指す
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スウェーデンは生態学的に持続可能な社会の

実現を目指し、「予防原則」に基づいて有害化学

物質を規制する「毒性化学物質規制法」の制定を

目指しています。多くの化学物質に関する知識

が 絶 対 的 に 不 足 して い る 現 状 の な かで、 あ る 化

学物質が生体内で残留性・蓄積性を持つことさ

え分かれば、他の毒性がすべて判明しなくとも、

危険な物質とみなして、２０１０年以降、この種の

化学物質を含む製品の製造・販売を禁止する規

定 を 盛 り 込 んで い ま す。

法案は現在スウェーデン議会で審議中ですが、

先進的な化学物質政策として世界の注目を集め

ています。５月２２日の「残留性有機汚染物質（ＰＯ

Ｐｓ）条約採択会議」開会式の挨拶で、国連環境

計画のテプファー事務局長が「毒物のない環境の

実現を目指すスウェーデンの化学物質政策は世

-

・ ｉ

ｙゞぐぇ

ｊ 呆
Ｉ々

製品から残留性・蓄積性物質を追放

Ｊ ｉ

４ へ，

こｊ゛

ゝ 一 心 一 一 φ ｊ

川 名 英 之
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スウェーデン政府が「予防原則」に基づく先進

的な化学物質政策を打ち出しだのは、膨大な化

学 物 質 が っ く り 出 さ れて い る の に 、 そ れ ぞ れ の

物 質 の 毒 性 に 関 す る 知 識 が 絶 対 的 に 不 足 して い

る こ とを 痛 感 し た た めで す。 スウ ェ ー デ ン の 製

品 の 登 録 簿 に は 今 口 、 スウ ェ ー デ ン で 販 売 さ れ

て い る 化 学 製 品 中 に 使 わ れて い る 化 学 物 質 の 数

は約１万１、０００種。欧州全域で使用されている化

学物質は約２万種。存在する化学物質は約４～

「毒物のない環境」目指すスウェーデン

界で最も際だった事例」と紹介、ＮＧＯの「国際

ＰＯＰｓ根絶ネットワーク」（ＩＰＥＮ）も採択会議

に先立つ１９日、スウェーデンの政策を「ＰＯＰｓ

根絶対策の模範」と評価、同環境省のエヅァ・サ
ンドバーグ環境管理対策部部長代理を招いて法

案内容の説明を聴いたのも、その表われです。

「予防原則」に基づく画期
的な「毒性化学物質規制
法」の法案を作成、制定
後は同法を所管するスウ
ェーデン環境省＝５月２７
日、筆者写す。



「毒性化学物質規制法案」を
審議中のスウェーデン国会の
議事堂。議事堂の庭を通っ
て旧市街と新市街を行き来
するストックホルムの市民
たち＝５月２７日、筆者写す。
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６万とみられています。

しかし２０００年のＥＵレポートによると、欧州

で生産量が多く、ＥＵのデータベースに登録さ

れている約２、５００種の化学物質のうち、危険な化

学物質に関するＥＵ指令の必要条件を満たすデ
ータのある物質はわずか１４％にすぎず、ある程

度のデータしかないものが６５％、何らのデータ

もないものが２１％。ちなみに米国環境保護庁（Ｅ

ＰＡ）によると、この状況は米国でも同じか、米

国の方がＥＵよりもっと悪いのが実情です。

化学物質の性質に関する知識がこのように不

足している現状では、人の健康と環境にとって

危険なすべての化学物質を碓認することなど到

底不可能だし、リスク・アセスメントの実施も

リスク低減対策の実施もできない。スウェーデ

ン政府は、このような状況ではＰＣＢやＤＤＴな

どのような残管ｔ生・蓄積性を持つ有機汚染物質

や環境ホルモンなどの危険な物質が新たに出現

して人の健康と環境に重大な悪影響を与える恐

れがあると判断、１９９５年、２０２０年ごろまでの「毒

物のない環境」実現を目指して化学物質対策を

強化する方針を決めました。
こうしてスウェーデン政府は２０２０年までに達

成すべき１５の「環境の質の目標」を法案にして提

案、スウェーデン議会が１９９９年春、この目標を

可決しました。この目標は環境中の人工物質の

＠ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１１２

！

-

ｊ゙
。
‘
図
ヤ
言
ごｙ
イ

辺；

レベルをゼロに近づけることを目指しています。

化学物質政策に関する新ガイドライン
この環境の質の目標を実現するため、スウェ

ーデン政府は１９９８年９月、「化学物質政策のガイ

ドラインに関する委員会」（通称・化学物質委員

会）に新ガイドラインの策定を諮問、委員会は審

議の末、次の新ガイドラインを答申しました。

１．市場に出される新製品は主に次のことがな

い よ う に す る 必 要 が あ る。

残 留 性 、 蓄 積 性 、 こ の よ う な 物 質 を 生 じ さ

せる 有 機 系 の 人 工 物 質 、 生 殖 シス テム に 傷

害 を 与 え る 物 質 、 発 が ん 性 、 突 然 変 異 性、

内分泌かく乱性のある人工物質、水銀、カ

ドミウム、鉛および、これらの合成物

２．金属は環境や人体に害を引き起こす程度ま

で、 環 境 中 に 放 出 さ れ な い よ う な 方 法 で 使

用 す べ き で あ る。

３．残留性と蓄積性を持つ有機系人工物質の製

造 工 程 に お ける 発 生 は 、 生 産 者 が 人 の 健 康

と環境に害が生じないことを示せる場合に

限 ら れ る。

このガイドラインは政府の化学物質対策の目

標、規制実施への支援として役立つほか、民間

企業が製品を開発する際にガイダンスの役割を

します。政府はこれを２００８年～２０１３年に実施す
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る考えです。

新化学物質対策の基本は「予防原則」

「地球サミット」で採択された「リオ宣言」の第１５原

則の巾に、別掲のように盛り込まれたためです。

「リオ宣言」第１５原則：
環境を保護するため、予防的方策は各国に

より、その能力に応じて広く適用されなけれ

ばならない。深刻な、あるいは不可逆的な被
害のおそれがある場合には、完全な科学的確
実性の欠如が環境悪化を防止するための費用

対効果の大きな対策を延期する理由として使
われてはならない。（環境庁・外務省監訳
『アジェンダ２１実施計画』より）

つまり「予防原則」とは「たとえ化学物質につ
いて完全な科学的情報が得られなくとも、それ

を理由に対策を遅らせることなく、必要と思われ
る対策を取ろう」という積極的な考え方なのです。

「予防原則」政策の全欧州普及を狙う

スウェーデンの環境規範は「予防原則」と、そ

の代替原則、生産者責任、「汚染者負担の原則」

と同様の原則に基づいています。スウェーデン

の提案の基本となっている考え方が「予防原則」

と、その代替原則をＥＣの化学物質政策関係の法

律に取り込むべきだとする考え方です。

Ｆ化学物質委員会」のスウェーデン政府への答

申でも、「予防原則」を新しい化学物質対策の基

本に据えて提言しています。これを受けてスウ
ェーデン政府は、①残留性と生物濃縮性がより

大きい既存の化学物質は２０１０年以降、市場に出、

荷されるべきではない、②環境ホルモン（『勺分泌

かく乱化学物質』についても研究を継続し、クラ

イテリア（判断条件）の設定を目指すーという内

容の法案を作成、５月末、議会に提出、現在審

議 が 進 め ら れて い ま す。

現在、世界的に「予防原則」という言葉が盛ん

に使われています。化学物質政策の分野で「予防

原則」という言葉が最初に使われたのは１９８０年代

のドイッだったと言われています。それが世界

的に使われるようになったのは、１９９２年６月の

その後、ＥＵはＥＣ条約の中に「環境保護の分

野で予防原則を適用する」という規定を設け、５

月にストックホルムで採択されたＰＯＰｓ条約も

「予防原則」と同様の「予防的アプローチ」という

考 え 方 が 基 本 に な って い ま す。

スウェーデン環境省は「予防原則」をＥＣの化

学物質規制指令に組み入れることは特に「緊急を

要する課題」と位置づけています。サンドバーグ

環境管理・産業協力部副部長はＩＰＥＮの説明会

で「将来、『持続可能なヨーロッパ』という目標を

実現するためには、化学物質政策への新しいア

プ ロ ー チ、 つ ま り 予 防 原 則 の 導 入 が 絶 対 的 に 必

要です」と言い切りました。スウェーデンはまず

自国で「毒物のない環境」を実現し、その実績を

踏まえて「予防原則」に基づく新化学物質政策を

全ヨーロッパ諸国に導入してもらえるよう、Ｅ

Ｕ に 働 き か ける 考 えで す。

ＮＥｖｖｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ１２●



ＩＰＥＮ事前ワークショプ参加日記

有 害 物 質 の な い 社 会 は、
ラーニング・オーガｌニ・ゼーションから
５月２１日から２３日まで開かれた本会議の前にＩＰＥＮ、１１１ｓｉｔｌｌｌ、ＥＥｎ水口哲
（国際ＰＯＰｓ廃絶ネットワーク）が事前のワークショッ
プ（１９日、２０日）を開きました。外交交渉を前に、ネッ
トワーク傘下のＮＧＯで、作戦会議を行うのです。そ
の模様を、日記の形でお知らせします。

・５月１９日（月曜日）

寒風、イビキ、有害物質のない社会は可能か

午前８時。５月とはいえ、風が冷たい。灰色
の雲が低くたれ込めるなか、市の中心街にある

ローゼンバッド会議センターヘ向かう。これか

ら、事前ワークショップが始まるのだ。

本会議中、どう連携してロビングするか、ど

の時点でどんな声明を出、すか。さらに、条約の

採択が確実となった今、会議終了後、世界各国

での実施状況をモニタリングしあい、実効性あ

る条約に向けて、どんなアクションをしていく

ＯＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲｖｏｌｊ２

会議場

か。そのためにはＩＰＥＮはどんな組織にならな

ければならないか。議論するテーマは多い。

同時に、世界最先端と言われるスウェーデン
の新しい化学物質政策の講義を担当者や大臣か

ら受けたり（川名さんの別稿ＷＷＷ．Ｒｅｇｅｒｉｎｇｅｎ．ｓｅ

参照）、廃棄農薬などの処理資金の拠出源と目さ

れるＧＥＦ（地球環境基金）や、実施主体のＦＡＯ

（世界食糧機関）の幹部を招いての、質疑応答の

時 間 も あ る。

時差ボケの上、同室者（ハンガリー人）の残留

性 有 機 イ ビキ の 後 遺 症 と 闘 い な が ら 、 議 論 に 参
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加するのは辛かった。とはいえ、「有害物質は今

後作らせない。あるものは、目標年次を決めて、

今後１世代＝３０年以内に処理し、子どもたちに

はまっさらな地球を手渡す］というエバ・サンド

バーグさん（スウェーデン環境省化学物質担当デ

ィレクター）と話したり、旧知のＮＧＯ仲間と再

会 す る の は 楽 し い。

■５月２０日（日）

ＰＯＰｓに汚染される食料

曇 り 。 時 々 晴 れ 。 よ う や く 、 陽 光 に 出 会 う。

午前８時３０分。ジョージア、ベルラーシ、リト

アニア、ロシアなど旧共産圏から参加のＮＧＯ連

中と、会場に向かう。それぞれ化学者、ジャー

ナリスト、ＮＧＯの専従職貝などである。共産主

義崩壊後、補助金の激減と協同組合の解体で国

内農業が弱体化し、外国産食品が大量流通する

ようになったこと、その結果、残留農薬や保存

剤の不安が増したことを口々に語る。昨日、フ
レンチ・アフリカからの参加者は、植民地化で

主食を変えられ（ヒエからコメに）、その上農薬

依存型の農業生産に転換させられたと話してい

た。ＰＯＰｓ問題の一面は農薬の問題であり、そ

れ は 同 時 に 基 礎 食 糧 を ど う 作 る か 、 食 べ る か、

の 問 題 で も あ る。
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ｒＰＯＰｓに汚染されるアメリカの食品』をまとめたクリスティ
ーナ（震薬行動ネットワーク）。政府データと大学の研究を生
かした力作でｗｗｗ．Ｆ）ＱｎｎＱ．ｏｒ９で閲覧可能。

ＩＰＥＮはラーニング・オーガニゼーション

さて、２日目は、ＩＰＥＮをどんな組織にして

い く か 集 中 的 な 議 論 を 行 っ た 。 簡 単 に 言 う と、

情報交換を主体とするネットワーク組織のまま

で い い と い う 考 え 方 が 一 つ 。 も う 一 つ は 、 世 界

的 な 規 模 で、 国 際 機 関 や 多 国 籍 企 業 に ロ ビ ン グ

す る 実 行 組 織 に 移 行 すべ き だ と い う 意 見 で あ る。

前者はＷＷＦ（世界自然保護基金）など、世界的

な ネ ッ ト ワ ー ク を 既 に 構 築 して い る と こ ろ が 主

張し、後者は比較的小さなＮＧＯに主唱者が多か

った。この議論は、本会議開催中も続き、結論

と し て は 、 後 者 の 方 向 を 目 指 す こ と に な っ た。

この問、実行委員会や各国ネットワークとの関

係、委員の選出方法、分科会（ＰＣＢ、農薬、地

域のコンセンサス作りの３つ）の活動テーマなど

についても議論が行われた。

結 論 は 出 な か っ た 。 し か し 、 ア フ リ カ ・ モ ー

リシャス諸島の参加者の次の発言に共感した者

は多いはずだ。「結論は出ない。しかし、ＩＰＥＮ

は 偉 大 な る ラ ー ニ ン グ ・ オ ー ガ ニ ゼ ー シ ョ ン

（学びの組織）だ。国際間で条約がどう作られ、

そ れ に 影 響 を 与 える に は ど う し た ら い い か の 方

法諭を学ぶ。ＮＧＯ同士で共闘したり妥協する技

術 も 。 持 続 可 能 な 化 学 産 業 と は 何 か に つ いての

議論ができる。これら他ではできない勉強がこ

こではできる。有害物質のない社会は、ここか

ら始まる」。

途 中 ま で の 議 論 は ペーパー に ま と め ら れ 、 そ

の 後 も メ ール 上 で 議 論 は 続 いて い る。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏ１１２０



立川涼国民会議代表が衆議院で
ＰＣＢ処理についてー -
証 言
立 川 涼
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議代表）

ＰＣＢ汚染は地球生態系からみて最重要
衆議院環境委貝会が「ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法案」を審議中の６月７１］、ＰＣＢ

など有機化合物による環境汚染問題を１９６０年代末から研

究、数多くの優れた実績を持つ立川涼「ダイオキシン・

環境ホルモン対策国民会議丿兄表を参考人として招き、

証言を求めました。

立川代表は①ＰＣＢによる環境汚染の特異性、②ＰＣ

Ｂの処理が遅れた理由、③ＰＣＢ処理は焼却と化学処理

のどちらがいいか、⑤カネミ油症研究のｊ！ヽ要性-の４点

に絞って次のように証言しました。

「環境汚染の面から重要な有機化合物はＰＣＢ、ダイ

オキシン、ＤＤＴの３つ。このうちダイオキシンによる

汚染は、ほとんどが北半球を巾心とする陸地と沿岸と考

えていい。ＤＤＴは近年、使用領域が熱帯発展途上国を

中心にかなり狭められ、環境汚染のレベルも次第に低下
していますｊ

ｒＰＣＢは陸上、海上。を問わず√南極から北極まで極め

て世界的に均質な汚染があります。特に海岸では海＝洋生

物に異常な高濃度で溜まっています。人間のＰＣＢ汚染

は１ｐｐｍ程度と言われていますが、海洋のクジラには数

百ＰＰＭとか、地中海など｀ではＪ３、（）００ｐｐｍというような、と
んでもないものまで出てくる。地球生態系からみて、今後吐

界的に最も大きい課題はＰＣＢだと僕は考えています］

ＰＣＢの処理はなぜ遅れたのか
立川代表は次１こ１９７３年に「化学物質の審査及び製造等

のまｙ１制に関する法律」（略称・化審法）が制定された際、

「国は処理方法をきちんと開発するように」とい引付帯決

議が付けられたことを挙げ、にもかかわらず、今日まで処

理されずにきた理由について、次のように述べました。

「最初のころ、僕はかなりのケースにタッチし、各地
に行きました。当時でもＰＣＢを焼却する技術は、今の

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．１２

レペルから見れば問題は多いけれども、それなりにあっ

たと僕は思っています。しかし当時は企業、行政と国民、

地域住民との間にコミュニケーションがなかったため、

科学や技術カ斗上会的に受容されなかったのです」

必要な情報公開と国民・住民の参加
新たにＰＣＢ処理に取り組むには、どん乙こ点に配慮す

べきか。立川代表は次のように述べました。

「処理をスタートさせるに当たって情報公開と国民の

参加、理解、地域の支援がどうして４ｊ必要になってくる
と思います。これは科学や技術を皆さんに理解していた

だく以前に大変必要な前提条件であると僕は思っていま

す。秘密裏に決めて実施したら、住民の側は反対します。

これは大変稚拙なやり方です。ですから早く合意を得て

具体的に事を進めるためには、どうしても情報公開と多

くの社会のセクターの参加が大変大事になってきます」

「最近はＮＰＯその他の水準が非常に高くなっていま

す。行政や我々研究者よりもけるかにホットなニュース

をＩＴなどでご存知の方がいらっしゃる。アメリカでは、
いろんなことを決めるときに、学会、アカデミアと行政

と産業と市民逆動の方がイコールパートナーとして、専

門性のレペルでみんな議論できる。日本では残念ながら、

水準がまだそこまで行っていないと思いますが、急速に

成長しておりまして、この実力は驚くべきものがあると

思います。こういう存在を抜きにした大事・な社会的な意

思決定はこれからできなくなるだろうと思っています。

さまざま乙：意思決定を専門家からもう少し広い国民の各

セクターの意向が代弁できるような方法に変えるべきで

あろうと考えています」

焼却］処理と化学処Ｉ里のどちらがいいか

今、焦点になっているＰＣＢの処理方法について、立
川矢表は長い技術開発の歩みや処理法の検討経過を踏ま



えて、次のように具体的に証言しました。

「ＰＣＢの処理方法には化学処理と高温の焼却焼却の

２つがあります。コストを考えたとき、焼却の方がける

かに安いことは多分、ここにいらっしゃる２人の参考人

の方もご同意されると思います。焼却については、これ

までいろいろなことがなされてきたので、目本には今、

高い技術水準があります。これはほぽ完成された技術と

言ってよろしい。コストの見積もりも比較的正確です」

「ところが、化学処理はやったことがない。しかも巡

続的な化学処理は、なかなか雌しい。したがって正確な

見積もりも難しいのです。粗っぽく言えば、焼却処理の

方が化学処理の多分１０分の１ぐらいの期間で済ｔンと思い

ます。廃棄物を常時、焼却することには、僕は結環型社

会をつくるという意味で賢成ではないんです。ですけれ
ども、もう使用禁止になったＰＣＢは国際的な責任もあ

って、短期問に処理する必要があります。そのときに圧

倒的に早くやれて、しかもコストが安いのば焼却法なん

です。たまたま化学処理が今、出てきているのは、焼却

処理をするとダイオキシンができる。したがって国民の

支持が得られないから化学でいこうという話です］

立川代表は、以上のようにＰＣＢ処理の問題点を論じ

た後、２つの処理方法のうちのいずれを選ぶべきかを国

民に問うよう求め、次の提言をしました。

「改めて利用者の得失を厳密に提示したうえで国民の

判断を待つべきです。化学処理と焼却処理の得失、さま

ざまなものを１回、フランクに国民の前に出して、選ぶ
べきだと思います」

国際的責務があるカネミ油症の研究
立川代表は最後に１９６８年、西日本・一体で発生したカネ

ミ油症に触れ、日本がカネミ油症の研究に取り組む必要

性を次のように強調しました。

「カネミ油症は不幸にして極めて大規模な人体実験に

なったわけです。これだけ有機塩素化合物で貴重な人体

実験は世界に皆無だといってもいい。しかし率直に申し

十。げて、カネミ油症では医学界と患者の間にさまざまな

皿懸（そご）があり、残念ながらきっちりとした研究が

なされていないという経緯があります。日本にはカネミ

油症の研究をやらなければならない国際的責務があると

思います」

「イタリアのセペソ（１９７６年、除草剤製造工場が爆発、

環境・人体がダイオキシンで汚染）で、ダイオキシンにばく

ろされた性成熟以前の男の子が、成長して成熟過程に入

ったときに産まれる子どもに女が多いという、今まで考

えられなかったことが最近、起きています。動物実験で

は分からなかったさまざまなことがカネミ油症からまだ

まだ分かる可能性があります。何としても、国として誠意

を尽くしてカネミ油症の研究を国際的に実施すべきです」

「ＰＣＢ廃棄物適正処理推進特別措置法案」は６月１５日、

参議院本会議で可決成立し、７月１５口に施行されました。

ＯＥＣＤ審査団の環境ＮＧＯヒアリングに出席
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の審査団が来日し、５月

２１日から２９口まで日本の環境保全政策についてのレビュ
ー（審査）が実施されました。日程に環境ＮＧＯからのヒ

アリングがあり、［国民会議］への出席要請で中下裕子

事務局長が出席、わが国の化学物質政策について次の点
を指摘しました。

①ｊ丿方原則が確立されていないこと、②ダイオキシン

対策は大１賃焼却炉などの下流対策が中心で、素材対策や

ゴミの減量などの上流対策が遅れていること、③拡大生

産者責任カ耳く十分なこと、④政策決定過程へのＮＧＯ参

画が不十分。

他には、全国公害患者の会、気候ネットワーク、日本

生態系協会などの６団体が出席。審査団から「公害被害

者の救済は十分か」「環境ＮＧＯの活動分野は」「政策決

定へのＮＧＯ参加の手段はあるのか」などの質問が寄せ

られていました。

経産省・ＮＥＤＯ主催のワークショップに事務局長が出演
６月１日、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合術への転換の必要性について述べるとともに、子どもへ

開発機構（ＮＥＤＯ）主催の「化学物質リスク削減技術ワのリスク削減特別策の実施、情報の統合化など１０項目
-クショップ」がＡホールで開催され、中下裕子事務局に及ぶ具体的な提言をしました。こうした会議にＮＧＯ

長がＮＧＯの立場から「化学物質リスク管理に対する期が出１演するのは異例とのこと。ＰＯＰｓ条約化交渉を通

待」と題する意見陳述を行いました。中下事務局長け、じての各省庁担当者との意見交換の積み重ねが、今回の

科学技術の限界と予防原則の重要性、持続可能な化学技出演につながりました。

ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲｖｏｊ１２Φ



新茫学物丿質蓄標カＷヽ゛ライン
Ｃ九，Ｅ？凹碗ｃ❹ａ毀ｄＰ，Ｅ？ｓぴ❼ｄ留沢留ひ乙乙ｊＥ；ＡかａｓひｙＧ，
召ぶ６？ｃひ涼ＵｅＳひ凹７７昆ひγが

ｒ 化 学 物 質 ・ 鴇 韻 語 厠 賄 混
奥駅担当者森谷隆

７ ． 概 要

この化学物質・農薬指標計画（Ｃｈｅｍｉ❼飢ｄＰｅｓｔｉｄｄｅｓ

ＲｅｓｕｌｔｓＭｅａｓｕｒｅｓ（ＣＡＰＲＭ）ｒ）ｒｏｊｅｄ）は、米国環境保護局

（ＥＰＡ）汚染防止・農薬・有毒物質担当室（ＯＰＰＴＳ）とフロ

リダ州立大学科学・公共政策研究所（ＩＳＰＡ）の間の協定

により進められた。この計画の目的は、化学物質、麗

薬及び汚染防止問題に関する共通の指標を確立するこ

とにある。非営利団体、部族団体、民間団体、州政府

及びＥＰＡが、化学物質及び農薬の問題に対して講じた

対策・政策の成果、問題の現状・動向を定量的に理解

または説明する際に利用できるよう、発案された。

２ 。 化 二 難 雄 ｌ ・ 農 薬 指 標 に 至 っ た 経 緯

過去１０年間、連邦政府や州政府が利用するようにな

った指標の数の多さは、目をみはるものがある。１９９０年

には、ほんの幾つかの什｜政府だけが指標を活用してい

たに過ぎなかった。フロリダ州とノースカロライナ州

だけが包括的な環境指標制度を組織的に作成し、公文

書として公表していたに過ぎず、ＥＰＡですら指標制度

構築の初期段階にあった。

２００１年には、状況は一転し、全ての州政府が指標制度

を構築し始めている。連邦政府では、各政府組織内ま

たは各政府組織間でもワーキンググループを立上げ、

指標制度を構築している。国際的には、オランダ、カ

ナダ、ニュージーランドが、成果・効率等のパフォー

マンスを重視した環境管理制度に指標を活用しており、

指標制度導入の国際的な模範となっている。
このような状勢の中、ＣＡＰＳ４作成のタイミングはと

ても良かった。連邦政府では、行政パフォーマンス・成

果法（ＧｏｖｅｌｎｍｅｎｔａｌＰｅｒ紅ｍｌｎｃｅＥｄＲｇｓｕｌｔｓＡｃＯにより、

全ての連邦政府機関は、目標設定が明確かつ指標によ

り証拠立てされた戦略計画の立案手順を踏まなければ

ならない。そのためＥＰＡにとっても、このような指標

は、連邦議会に目標の達成度を証明する時の後ろ盾と

なる。連邦議会に、予算請求をする際や情報公開をす

ｅＮＥｖｖｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．１２

る際にも非常に役立つ。更に、環境問題解決に向けて、

連邦迦ｆｌｉにと州政府間で行う環境事業などでも、両組織

か共通の用語と指標を用いて事業評価が行える。よっ

て、このような共通の指標は、様々な環境活動のため

に重要な役割を果たして行くものと期待される。

ＣＡＰＲＭの指標は環境問題の課題毎に整理されている。

次ページのリストを参考にして頂きたい。詳細を知り

たい方、本文を入手したい方、今後の展望について知

りたい方は、ｔｌ卯がｗｗｙ ｆｓｕ．ｅｄｕ／ｃａｐｌｍへどうぞ。

問 い 合 わ せ 先 及 び 出 所 は 以 下 の 通 り で あ る。

ＣｈｅｒｎｉｃａｌａｎｄＰｅｓｔｉｄｄｅｓＲｅｓｕ１臨ＭｅａｓｕｆｅｓＰｒｑｅｃｔ，

Ｐｒｏｌ；ｍｍｆｏｒＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＰｏｋｙａｎｄＰ１回ｒｊｒ培Ｓｙｓｔｅｍｓ，

ｌｎｓ咀ｕｔｅｏｆＳｃ沁ｎｃｅ皿ｄＰｕｂｌｉｃＡｍｊｒｓ，

ＴｈｅＲｏｎｄａＳはｔｅｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，

２０３５ＥａｓｔＰａｕ１ＤｉｒａｃＤｎｖｅ，Ｒｏｏｍ１０２，ＨｅｒｂＭｏｒｇμｎＢ図面店

Ｔａ１１１１ｈａｓｓｅｅ，ＦＬ，３２３０６-２８２１，ＵＳＡＰｈｏｎｅ：８５５０-６４↓２１４５

■ 課 題 １ ： 環 境 影 響 の グ ロ ー バ ル 化

国境を超える有害物質の管理について

●米国の有害廃棄物輸出入量（浄ィヒ処理方法および輸出・輸入

先の国別に分類）

化学物質と農薬の環境移動について

●フロリダ州エバグレーズ湿地内の水銀蓄積量

●大気から五大湖へ降り積もる有毒物質および農薬の堆積量

有毒物質と農薬の国際取引について

●米国の有害農薬輸出量

●米国の残留性有機汚染物質輸出入量

圖 課 題 ２ ： 持 続 的 な 開 発

周囲環境の毒性について

●有害物質の放出および管理廃棄物についての孚珍｜生指標

●排地面積１エーカー当たりに使用された麗薬の活陸成分量

●他，２指標

比較的安全な化学物質について

●リス列氏減農薬が使用された農業耕地面積の割合

難解性，生物濃紺匿かつ有毒吐のある化学物質について

●筋紐撒内の化学物質の生物濃縮

●五大湖に生息するセグロカモメの卯内のＤＤＥ，ＰＣＢ，ディ

ルドリン，マイレックス，ＨＣＢ濃度



●カナダ・ブリティッシュコロンビア州に生息するカニの体

内のダイオキシンおよびフラン順流度

汚染防止について

●米国有害物質排出記録眼玉Ｔｏカ（ｓＲｅｌ（ｓｅｈｌｖｅｌ白啄）の汚染
｜；’プｙｌ□旨標

生態効率（Ｅｃｏ-Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）について

●経済支出指標１ドル毎における有害物質の放出量および管

珊尭案物の毒性

●１ポンド（重量）毎における有害物質の放出量および管理廃
東物の毒性

●米国ＧＤＰ１ドル毎における資源保企・再生利川法（ＲｅｓｏしＩｒｃｅ
ＣｏｎｓｅｌｎＵＯｌａｌｄＲｅ（・ｏｖｅｌｙＡｄ）に該当する有害廃柴物の発生量

製品に対する企業責任について

●クリーン・スイープ計画（ＣｌｅａｎＳｗｅｅｐＰｒｏｇｒＥｌｓ）により回

収・処理された麗薬と有害物質の量
代替農業形態について

●認呂正有機農地面祐のエーカー数
●続合有古生物管叩が行われている叉ｙ１１Ｕ！而積のエーカー数

■課題３：食料

残留農薬について

●ダ戈留認薬が検出された食料の割合
●許容吊を越えた又は越えたと思われる残留農薬が倹出され

た食料の割合
工業用化学物質の残留について

●上業川化学物質の残留が検出された食料の割合
農薬の使用について

●米国全土における農薬の年間使用量（洽｜生成分の種類毎に分類）
●特定の管物・野菜・果物に対する農薬の年間使用１辻（活性成

分の種類毎に分類）
バイオテクノロジーについて

●遺伝子組替え品種作物が収穫された耕地面積の割合（麗家か
らその利用について報告されたデータのみ該当）

輸出入に係わる食料の安全注について

●検出可能な又は許容限度を越える残留農薬が含まれている

輸入食料の割合

圖課題４：廃棄物
有害廃棄物の発生について

●資源保全・再生利用法㈲ｌｓｏｕｒｃｅｏｎｓｅ皿ＩＵ（）ｎａ❹ＲｅｃｏｖｅｌｙＡｃｔ）
規定有害廃棄物の発生量（量と種類毎に分類）

有害廃棄物管理について
●資源保全・再生利用法（Ｒ６ｏｕｒｃｅａｎｓｅｌぺ吸ＵｏｎａｎｄＲｅｃｏｖｅｒｙＡｄ）

規定管理有害廃棄物の量（量と管理手法毎に分類）
❼課題５：製品

幼児向け製品の有毒吐について
●幼児向け製品に含まれている有毒物質濃度

化学物質と農薬製品の誤用について

●化学物質の誤用により、人体の毒物汚染が起きた件数

●農薬の誤用により、人体の毒物汚染が起きた件数

農業用以外の農薬使用について
●農薬の年間使用量（農業以外の産業および農薬の種頻毎に

分類）

圖課題６：人の健康
病理について

●化学物質または農薬暴露が原因で起こる病気

健康リスクについて

●慢性的な他康被害リスク指標（何らかの有害物質が環境中に
放出された際のもの）

●急性的な健康被害リスク指標（イ可らかの有害物質が環境中に
放出された際のもの）

化学物質と農薬の安全性ついて

●農薬暴露による産業中毒の発生件数

●化学物質暴露による産業中毒の発生件数
●農薬暴露による致命的および非致命的な中毒の発生件数

●他、４指標
屋内環境の化学物質の有毒性について

●居仕川り戌内又はその周辺における発ガン性および神１迂毒性
のある農薬の年間使用量

子供について

●農薬米臨による致命的および非致命的な幼児中毒の発生件数

●化学物質暴言による致命的および非致命的な幼児中毒の発
生吽鍛

●幼児の血液巾の鉛濃度

●幼児の佞注健康被害リスクインデックス（何らかの有害物質
が環境中に放出された際のもの）

●他、５指標

生物濃縮について

●有毒物質の生物濃縮
公衆衛生について

●病原媒介動物による感染病の報告件数
必要ｌｌ知氏限の食事について

●魚類や動植物類に対する注意勧告発令件数（種類により分類）

・課題７：生態系の健全性

動植物への影響について
●慢｜生およこ卜｀急性的な生態系影響リスク

●現在野生動植物の死亡原因の最大要因とされている１５種類
の農薬により死亡した野生動植物の件数（陸上環境および水

環境で起きたものに限定する）
主要な生態系機能について

●ミシガン湖へ運ばれてきたＰＣＢ、水銀、アトラジンの濃度

●五大湖生態系指標集
●中央大西洋高地アセスメント計画の指標集

●他、３指標

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ１２＠



シンポジウム「安全な医療をめざして」
一医療器材の塩ビ問題を考えるー

基調講演

／‘／タＪｊ療に。；ｆ１；ける
／；４／ｌｊヽ 泌か晟化勃｜贋の
；！ｉｌｌｌ↓ｙ４７こついてり
埼玉医科大学

菅里予義彦ｋａｎｎｏｙｈ＠ｓａｉｔａｍａ-ｍｅｄａｃｊｐ

埼玉医科大学腎臓内科助手。専門は人工透析。
慶応義塾大学医学部大学院卒。

す。 フ タル 酸 ジエ ス テル は 、 こう し た 製 品 か ら

液体や気体に溶出しいろいろな経路で体内に入

りますと、肝臓、肺臓、腎臓、肺臓といった臓

器に蓄積され、代謝を受けます。代謝を受けた

代 謝 物 は 、 尿 を 中 心 経 路 に して 体 外 に 排 泄 さ れ

ます。ビスフェノールＡは、ポリカーボネート

や ポ リ ス チ レ ン 樹 脂 の 原 料 で す。 進 入 経 路 は、

経 口 、 経 腹 腔 な ど で す。 排 泄 経 路 は 、 性 差 は あ

りますが、脂溶性なので便の方が中心となりま

す。 し か し 、 吸 収 、 代 謝 、 排 泄 の 経 路 に 関 して

はまだ完全には分かっていません。

塩化ビニルは、現在いろいろな医療資材、と

くに感染のリスクを避けるためのディスポーザ

ブル医療資材で使用されています。、嘸滴バッグ

や 針 を つ な ぐ チ ュ ーブ、 流 動 食 を 消 化 管 に 流 し

込 む チ ュ ーブ、 酸 素 吸 入 に 使 わ れ る マ ス ク や チ

ュ ーブ、 ま た 人 工 呼 吸 に 使 わ れ る 気 管 チ ュ ーブ

も類似の資材です。血液の成分にとって塩化ビ
ニルが優れていると言われている輸血バッグに

も使われています。また、ビスフェノールＡを

含 む ポ リ プ ロ ピ レン や ポ リ カ ー ボ ネ ー ト は 、 人

工 心 肺 や、 人 工 透 析 の 膜 や 回 路 、 義 歯 を 固 定 す

る 材 料 と して も 使 わ れて い ま す。 入 院 患 者 が 使

用 す る プ ラス チ ッ ク 製 食 器 も 、 長 期 に な り ま す

と噪露されることも考えられます。

さまざまな医療資材に利用される塩化ビニル
内分泌かく乱化学物質は、いわゆる環境ホル

モンとして最近非常に注目されていますが、そ

の研究は未だに不十分で名称や定義も確立され

ていません。日本では１９９８年に、当時の環境庁

が６８品目を指定物質に指定しましたが、環境ホ

ル モ ン に は き わ め て 多 種 多 様 な 物 質 が 含 ま れ、

論 文 に よ って は 約 ８ 万 種 類 と さ れて い ま す。 本

日は、医薬品や医療資材であるプラスチック製品

由来の環境ホルモン、とくにフタル酸ジエステル

とビスフエノールＡに注目してお話を進めます。

フタル酸ジエステルは、ポリ塩化ビニルを加

工する際に使う可塑剤として広く使われ、ポリ

塩化ビニル製品の重量の４０％程度を占めていま

５月２０日、東京池袋のエポック１０で、シ

ンポジウム「医療器材の塩ビ問題を考える」

が「ダイオキシン・環境ホルモン対策国民

会議」の主催で開かれ、埼玉大学腎臓内科、

菅野義彦助手が「医療における内分泌かく

乱化学物質（環境ホルモン）の現況」という

テ ー マ で 基 調 講 演 を 行 い ま し た 。 以 下 に。

この基調講演の要旨を掲載し、シンポジウ

ムそのものの報告は次回１３号に掲載します。

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．１２
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否定できない人工透析を通じた暴露の可能性
さ て、 人 工 透 析 の お 話 に 移 り ま す。 腎 臓 は、

尿を出すことで体内から不要なものを外に出す

役割をしていますが、腎臓の機能が落ち、クレ
アチニンという数値が１０に近くなってくると、

慢性腎不全ということになります。人工透析医

療は、日本が世界に誇ることのできる数少ない

医療分野で、ほとんどの方が腎不全で亡くなる
ことはありません。わたしが環境ホルモンに関

心を持ったのは、人工透析を受けている患者さ

んは、一般の方に比べて暴露量が多いのではな

いかと思ったからです。実際、貧血、骨の代謝

の異常、血圧、性機能、精子の減少などホルモ

ン異常がみられる方が多いようです。環境ホル

モンが人体に影響するのであれば、透析患者の

こうした症状と関連づけられるのではないかと

考 え た か ら で す。

人工透析には大きく分けて２つの方法があり

ま す。 ひ と っ が 血 液 透 析 で、 も う ひ と つ が 腹 膜

透析です。血液透析は、透析療法の９０％以上を

しめ、一般的に透析療法といえば、この血液透

析をさします。血液透析は、血管に２本の針を

射し、一方からポンプで血液を引き出しフィル

忿`‘

ブ ヅ

。、こｓヽ・

票□

ターを通 して 血 液 を き れ い に し 、 も う 一 方 の 針

で 血 液 を 戻 し ま す。 こ れ を 週 に ３ 回 、 ３ 時 間 か

ら ４ 時 間 、 こ の 治 療 を 行 い ま す。 塩 化 ビ ニ ル、

ポリカーボネート、トリアセテートなどは、こ

の血液を外に出す体外循環の際、血液が通るチ

ュ ーブ や フィル タ ー に 使 わ れて い ま す。 こ れ ら

の機器から溶出した環境ホルモンがあるとすれ

ば、それがすべて直接血管に入ることになりま

すので、かなりの暴露があるということになり

ま す。
一 方 、 腹 膜 透 析 は 、 血 液 透 析 と 全 く 違 い 、 お

腹 の 中 に チ ュ ーブ を 埋 め 込 み 透 析 液 を 入 れ 、 自

分 の 腹 膜 を 使 って 血 液 か ら 不 要 な も の を 透 析 液

に 溶 け 込 ま せ て 体 外 に 出 す 治 療 法 で す。 こ の チ

ュ ーブ が ポ リ エチ レン 製 で あ っ た り 、 バ ッ ク に

塩 化 ビニ ル が 使 わ れて い る 場 合 も あ り ま す。 こ

の水は毎日８～１０リットル交換しますので、暴

露の量は多いのではないかと思います。

腹 膜 透 析 に 関 して、 吊 る して い た バ ッ ク の 中

の 水 に 含 ま れ る フ タル 酸 ジエ ス テル と ビ ス フ ェ

ノ ール Ａ の 濃 度 を 測 って み ま すと 、 フ タル 酸 ジ
エステルもビスフェノールＡも、入れるのより

も出てくるもののほうが少ない。１９９６年にメタ

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．１２Φ
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ン氏が調査した血中濃度のデータを見てみると、

腹膜透析は、正常の高いほうと患者の低いほう

がほぽ同じ数値で、患者の中でも２０倍近い開き

があり、この結果だけでは、透析が原因だとは

断 言 で き ま せ ん。

血液透析の方のデータですが、１９７５年のニガ
ード氏らの報告では１回の透析で約２０ｍｇのフタ

ル酸ジエステルが回路などから溶出するとされ

ています。これは現在定められている１日耐用

摂取量の約１０倍になります。最近のデータでも

この溶出量は変わっていないようです。それを

考えると、９０パーセントは尿から出ると言われ

ていますが、実は尿以外にも出ているのではな

い か と 考 え ら れ ま す。

私の研究結果では、透析患者は普通の方の約

２倍でした。理屈から考えると血液透析患者の

ほうが圧倒的に高くなるはずですが、意外な結

果になりました。また、透析年数と血中濃度と

の関係は見られませんでした。私の研究を含め

整 理 す る と 、 透 析 患 者 は 普 通 の 人 に 比 べ る と、

大量に暴露されて血巾濃度も高くなっているの

で は な い か と 思 い ま す。

現在の私の研究方針は、患者の血中、もしく

は透析機器から、エストロゲン受容体に結合す

る物質は溶け出しているのか、フタル酸ジエス

テル、ビスフェノールＡは存在するのかにれは

存在するらしい）、エストロゲン受容体に作用す

るのか、その条件はどのようなものか、血中で、

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ、１２
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どういう状態で作用すると効果が大きいか、と

い う 点 で す。

現 在 ルシ フ ェ ラ ー ゼ ア ッ セイ シス テム を 使 っ

た 検 討 を 行 って い ま す。 こ れ は 細 胞 が 反 応 して

標 的 と し た 蛋 白 の 産 生 量 に 変 化 が あ る 場 合 に、

それが遺伝子レペルから支配されていることを

証明する実験法で、曝露されて血巾に入ってい

るものが、いろいろなものと結合したものを含

む状態で、エストロゲン作用を持ちうるかどう

か が 分 か り ま す。

最 後 に 、 メタ ン 氏 の 研 究 結 果 を ご 紹 介 し ま す。

現 在 、 医 療 機 器 の 脱 塩 ビ が 進 んで い ま す が 、 腹

膜透析の脱塩ビのバッグを使った場合、４０日経
つ と フ タル 酸 ジエ ス テル の 濃 度 が わず か に 下 が

ります。ある程度の効果が期待できるのではな

い か 、 と 考 え ら れ ま す。

透析患者への配慮も忘れてはならない
本日は「安全な医療をめざして」と題してお話

を進めてまいりましたが、現在の医療資材には

内分泌かく乱化学物質を溶出する可能性のある

ものは確かに多くあります。しかし、医療はモ

ノの購買と違って、医療資材の選択や拒絶は現

実 的 に は 非 常 に む ず か し い 状 況 で す。 そ れ を 踏

まえて、私たち医療従事者も、環境ホルモンの

問題を意識し、日常の診療に当たる必要がある

と思います。本日はどうもありがとうございま

した。くリポーター江間直美（広報委員会）＞
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（ 最 近 の 国 際 動 向 ）

暦 日 本 の Ｏ Ｄ ／ １ が

タ イ の ゴ ミ 焼 却 方 密 設 建 設 を 援 助

Ｆｉズ１際開発事業の資金援助を監督する国際開発銀行

（ＪａｐａｎＢａｎｋｆｏｒｌｎｔｅｌｌｎａｔｉ（）ｎａ１Ｃｏｏｐｅｌｌａｔｉｏｎ）が、タイ

の首都バンコクに２つのゴミ焼却施設を建設するた

め、１億１、０００万米ドル規模（約１３０億円）の融資をす

る 提 案 を し た。
バンコクの人口は７００万人に達し、タイ政府およ

び環境ＮＧＯの統計によると、バンコク内だけで１日

Ｃこ８、７００～１２、１００トンのゴミが出ている。埋め立て処

理場も満杯寸前のため、タイ政府はゴ｀ミ問題の解決

策として焼却施設の建設を進めようとしている。こ

のゴミ焼却施設は、１億７、０００万米ドル（約２００億円）

に及ぶバンコク内の廃棄物管理プロジェクトの一部

として提案されたが、次の点から国際的に批判され

て い る。

⑤ 焼 却 施 設 か ら の ダイ オ キ シ ン 汚 染 問 題 を 抱 え、

その多大な経済的コストを熟知している日本が、こ

の計画を援助すべきかどうか、②日本国内のダイオ

キシン汚染対策ですら年間６０～８０億円を費やしたに

もかかわらず、タイ政府が長期間におよぶ巨額な投

資を続けることができるのだろうか。長期的にみた

健康被害や重い財政負担は、必至である、③日本国

民は、他国で使われている日本国民の税金の使途に
ついて無関心なままでよいのだろうか。

厦 中 国 力 ｉ バ ー ゼ ル

５月１日、中国政府はバーゼル条約の修正案を批

准した。批准はアジア諸国内ではスリランカに次い

で２番目で、画期的な動向と言える。批准の背景に

は日本、アメリカ、オーストラリア、ＥＵ諸国から

のプラスチック廃材、電子機器スクラップ、金属汚

泥などの廃棄物輸送により、中国が不当な苦しみを

受けているという事情がある。この条約が発効する

と、ＯＥＣＤ加盟国や先進国から中国も含む世界の他

の国々への有害廃棄物の輸出Ｉが一切禁止される。条

約発効には６２カ国の批准が必要で、中国はまだ２５番

目の批准国。ただ条約立案の仕掛け人でもあった中

国 の 批 准 に よ り 、 多 く の 開 発 途 上 国 が 続 い て 批 准 す

る こ と が 期 待 さ れ る 。 一 方 、 同 じ ア ジ ア に あ る 日 本

は 条 約 を 批 准 し て い な い。

（出Ｆナ？：Ｍｒ．ＪｉｍＰｕｃｋｅｔｔ丿ａｓｅｌＡｃｔｉｏｎＮｅｔｗｏｒｋ（ＢＡＮ）。

ＩＥへｍｉｌ：ｊｐ１１（ｊｋｅｔｔ＠ｂａｌｔｏｒｇくｍ２ｔ皿ｏ佃ｔｌｃｋｅｔｔ＠ｂｌｌｎ．ｏｒｇ＞）

盾 ３ Ｑ 年 後 の 今 な お 続 ＜
ベ トナム 爾 争 の １ 暮 雨 鋲 ミ 百 惣 轟

ベトナム戦争が終り、３０乍以上経過した今、枯葉

剤（エージェント・オレンジ）の汚染による被害がさ

らにひどくなっていると、アメリカテキサス大学西

南医療センターのアーノルド・セチター博士チーム

の 研 究 者 が 報 告 し た。

同教授の研究チニムが戦争中アメリカ空軍が基地

や化学物質の集積所として利用していたベトナム南

部の町ビェン・ハオ（ＢｉｅｎＨｏａ）に住む人々から、血

液を採取して分析し、その結果を枯葉剤のまかれな

かった首都ハノイの人々と比べると、ビェン・ハオ

住民の血液には１３５倍も高い濃度の四塩化ダイオキ

シン（ダイオキシン類で最も毒性の高い物質）が検出

さ れ た。

研究チームの分析の結果、①この濃度が人体の汚

染では１９７３年以来、最も高いレベルであること、②

現在でもベトナムの四塩化ダイオキシンは土壌や川

床の泥にしみ込み、魚や飲み水に濃縮されてきてい

ること、③一番高い四塩化ダイオキシン濃度が検出

された住民たちは日々、川魚を食べていたこと、④

ペトナム戦争後に生まれた子どもたちの体内にも確

実に蓄積されていることーなどが分かった。

アメリカ政府はベトナム国内の人道主義的事・業に

は資金援助をしているが、枯葉剤の被害を受けてい

るベトナム市民へ賠償金も払わず、枯葉剤浄化事業

の援助もしていない。ベトナム政府と協力して枯葉

剤 に つ い て 共 同 研 究 を 行 う た め 、 ア メ リ カ 政 府 が

１００万米ドル（約１億円）の支援をすることを今年に

な って 初 めて アメ リ カ 議 会 が 決 め た。

（出所ＪｏｕｍａｌｏｆｏｃｃｌｌｐｌｌｔｉｏｎａｌａｎｄＥｌｌｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ１

Ｍｅｄｉｃｉｎｃ！（ｖｏ１４３、ｐ４３５））
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環境法の今・第５回

グ１ターン購入法の解説
回＝ヒ高木佐基子
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（以下「国等」という。）における環境物品等の調達
の推進に閃する基本的方向、国等が重点的に調

達すべき物品及び役務の種類（特定調達品目）並
びにその判断基準、その他環境物品等の調達の
推進に関する重要事項を定めています。
・調達方針の作成等（第７条）

各省庁の長（衆・参議長、最高裁長官、各省大
臣等）及び独立行政法人等の長は、毎年度、基

本方針に即して、環境物品等の調達方針を作
成・公表し、当該方針に基づき物品等の調達を

行います。また、年度の終了後、調達の実績概
要をとりまとめ、公表するとともに、環境大臣
に報告します。
●地方公共団体による調達の推進（第１０条）

都道府県及び市町村は、毎年度、環境物品等
の調達方針を作成し、当該方針に基づき物品等
の調達を行うよう努めることになります。

・調達の推進に当たっての配慮（第１１条）
国等、都道府県及び市町付は、環境物品等の

調達推進を理由として、物品等の調達量の増加
を招かないように配慮するものとされています。

■環境物品等に関する情報の提供（第１２条、第
１４条、付則第２項）

事業者は、その製造等する物品等について環
境負荷の低減に関する情報を提供するよう努め
る（事業者による情報提供）こととし、他の事業

者が製造等する物品等について、環境負荷の低
減に関する情報の提供を行う者は、科学的知見

及び国｜際的整合性を踏まえ、有効かつ適切な情
報の提供に努める（環境ラベル等による情報提供）
こととされています。

また、国は、官許物品等に関する情報提供の
状況を整理、分析して提供するとともに、適切
な情報提供体制の在り方について検討を行う（国
による情報提供及び検討）とされています。

平成１３年４月１日より、「国等による環境物品
等の調達の推進等に関する法律八通称「グリー
ン購入法」）が全面施行されました。これは、平

成１２年５月２４日に成立したもので、その１部は、
１月６日より既に施行されていました。法に基
づく政府機関のグリーン調達制度としては、国

際的に初めて開始となります。また、対象とな
る物品として建設資材等に着目した公共工事や

役務を含む１４分野にわたる１０１品目を選定してお
り、これまでの類似の取り組みに比し、格段に

対象品目が拡大していることが特徴です。
■目的（第１条）
この法律の目的は、国等による環境物品等の

調達の推進、情報の提供その他の環境物品等へ
の需要の転換を促進するために必要な事項を定

め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な
社会の構築を図るものとされています。これは、

循環型社会形成推進基本法の趣旨に則り、需要
側から循環型社会の形成を促進することを目指
しています。
■責務（第３条～第５条）

環境物品等への需要の転換を促進するため、
国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な

貢務を規定しています。
■基本方針の策定（第６条）

国は、独立行政法人等における環境物品等の
調達を推進するための基本方針を定めるものと
し、基本方針は、環境大臣が各省各庁の長等の

協力を得て案を作成レ閣議決定するものとさ
れています。
これに基づいて、環境大臣は、平成１２年２月

２日に「環境物品等の調達の推進等に関する基
本方針」（以下「基本方針」という。）を閣議決定し
ました。この基本方針は、国（国会、各省庁、裁

判所）、制令で定める独立行政法人及び特殊法人
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法は、循環型社会の形成という目的に添う内

容であり、国等の調達目標と実績を対外的に公

表することとしており、お役所等の環境対策が
一一歩前進することは間違いないと言えるでしょ

う。また、法施行で製品の需要が増えれば、生

産コストが下がり、現在高価格の環境対応商品

が、一般消費者に購入しやすい価格になるとい

うメリットもあると思われます。ただ、確かに

リサイクルの面では、前進が期待できると考え

られますが、環境にとって最も大切であると思

われるリデュースの面については、第１１条があ

るのみで十分な効果が期待できるとは思えませ

ん 。 こ の 点 、 依 然 と して 検 討 の 余 地 が あ る の で

は な いで し ょ う か。

なお、７条～１０条にあるように、特定調達物

品 等 に つ いて は 、 開 発 状 況 ・ 科 学 的 知 見 の 充 実

等 に 応 じ て 毎 年 度 見 直 し が 行 わ れ ま す。 今 年 も

１０月～ｎ月にかけて、パブリックコメントの募

集がありますので、積極的に意見をのべていく

ようにしたいものです。

環境物品調達推進法の仕組み
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

ｊ ’

［‾Ｆコ］
環境負荷の低減に資する物品・役務（環境物品等）について、
①国等の公的部門における調達の推進→環境負荷の少ない持続可能な社会の構築
②・情報の提供など

国等における調達の推進

各機関が調とでごｙ７ぶレすこ１島本的事項〕
４

国等の各機関
（国会、裁判所、各省、特殊法人等）

｜ 毎年度「調達方針」を作成・公表
１ １
１ 調達方針に基づき、調達推進
１ ４

し調達実績の取りまとめ・公表
環境大臣への報告

奉
：

（環境大臣が各大臣等に必要な要請で）

情報の提供

ＩＴ戸巫匪］
・毎年度、調達方針を作成
・調達方針に基づき調達推進

（努力義務）

環境調達を理由として、物品調達の総
量を増やすこととならないよう配慮

「扉で（万万璽）
物品購入等に際し、できる
限り環境物品等を選択

（一般的責務）

製 品 メ ー カ ー 等

環境物品等についての
適切な情報提供

環境ラベル等の情報提供体制
・科学的知見、国際的整合性を踏まえた情報の提供
・適切な情報提供体制のあり方について引き続き検討

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏ［１２Φ
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千葉県の市原港海底のヘドロなどから１万２、０００ピコグラムという極めて高
い濃度のダイオキシン類が同県の調査の結果、検出され、６月１１日、発表され
た。この調査は同県水質保全課が今年１～３月に市原港内の３２地点の低質を対
象に実施したもの。濃度の最高は港口に近い１箇所で、１グラム当たり１万
２、０００ピコグラム。ほかにＺ、４００ピコグラムの箇所もあり、３２地点の平均値は
２、０００ピコグラム。旧環境庁｛現環境省原１９叩年度に河川と海域の底質を対象に
実施しだ全国調査で検出されたダイオキシン類の平均値は５．４ビコグラムだった
から、今回検出された最高濃度はその約２、２００倍である。

魯匂
■■-
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Ｓニこ｜ - 一 一

ｊｌ

東京都大田区大森南地区の土壌から環境基準の５７０倍という高濃度のダイオ
キシン類が都環境局によって検出され、都は６月１４日、汚染地域をダイオキシ
ン類対策特別措置法に基づく「対策地域」に指定した。高濃度のダイオキシン類
検出されたのは大田区大森南四丁目の区道交差点付近。昨年２月、下水道工事
で区道を掘削中に油のような臭いがしたため、都環境局が隣接地の調査を続け
ていたところ、今年４月中旬、交差点から数メートル離れた民有地の地下４０～
１２５センチの土壌から１グラム当たり５Ｚ万ピコグラムという超高濃度のダイオ
キシン類を検出した。
ダイオキシン類対策特別措置法の「対策地域」の対象となったのは区道と民有

地の計約３００平方メートル。都環境局はフ月末ごろまでに処理計画を作成、こ
れについて地元住民などの意見を聴いたうえ、対策に着手する。対策地域の汚
染土壌は同法に基づき迅速な撤去・処理が保証される。処理費は都が汚染原因
者に請求する。

編集後記ｌｉ，１１１１１会・Ｈ佐和洋亮
一京都議定書 -

お暑うございます。梅雨明けの強烈な
３５°Ｃ以上の「地球温暖化」現象と深刻化す
る不況のせいか、弁当を買うためコンビ
ニに行列するサラリーマンの方の背中は、
よけいに疲れと寂しさが漂っているよう
な気がします。
このニュースも、今回で１２号となりま

した。中村晶子「編集長」はじめ、仕事を
終えて会議に駆け付けて下さるスタッフ
の皆様の自己犠牲的熱心さで、ここまで
続いてきました。「地球環境」になり代り
まして、暑中お見舞いと共に、感謝を申
し上げます。
京都議定書のことが問題になっていま

す。それ程の昔ではない’９２年の「地球サ
ミット」。今この地球に生きるものの責任
として、未来の世代の人々が、この自然
環境を享受できるように「持続可能な開
発」をしようと、格調高い歴史的な宣言が
なされました。その行動指針である「アジ
ェンダ２１」には、地球温暖化防止行動計画
が重要な柱とされ、先進国の責任が明記
されています。
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はじめまし
て。こんにち
は。フ月より
国民会議の事
務を務めさせ
ていただくこ
とになりまし
た、川口貴子
と 申 し ま す。
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編 集 協 力 ・ レ イ ア ウ ト
霞稔ｆｙｌ．：房キャップ

ダイオキシンー環境ホルモン対策
国 民 会 議 提 言 と 実 行
ニ ュ ー ス レ タ ー 第 １ ２ 号
２Ｇ０１年７月発行

ニュースレター第１１号］了頁

の表題に誤りがありました。

「施工」ではなく「施行」に訂
正 し ま す。

現在、かろうじて２６歳です。
所沢の住民で、大学時代にはダイオキ
シンの市民運動に参加して様々な問題

意識を持ちました。（その節は、所沢のか
たがたには大変お世話になりました。）

もう、この世界からは足を洗おうと思
いましたが、また戻ってきてしまいまし

た。どうぞ、よろしくお願いいたします。

なお、私は、水、木、金曜日の午後１
時から７時まで、環境市民ひろばにいま
す。環境市民ひろばの住所は、〒□ｏ-

０００４豊島区北大塚２-２９-５大塚ダ
イカンプラザ１階、電話は０３（５９０７）
１４几ＦＡＸは０３（５９０７）１４１２です。

そして、今、二酸化炭素の排出量制限
等の具体的な条約批准の段階になって、
ブッシュさんは議定書を破り捨て「イチ、
オリタ！」といい、コイズミさんもそれに
対して「吠えない」のはどうして？。あの、
地球サミットの時、アメリカは前向きで
なく、日本も当時の総理ミヤザワさんが
「会議は欠席するので、自分の演説の順番
がきたらこのビデオを流してくれ」と言
い、ＯＤＡに金を出すからそれぐらいは
いいだろうという態度がひんしゅくをか
った（勿論、ビデオ上映は断られた）こと
の延長線にあるような気がします。
コウソウカイカク、フリョウサイケン、チ

イキョウテイ、キョウカショ、ヤスクニ、等
の問題と並んでいるが、これは、他とは
質が違うのではないか。どれがより重要
と比較できないかもしれないが、この地
球温暖化防止の問題は、いち外交問題で
はない。地球という水の惑星に生まれつ
いた私達の、後世に繋ぐ、歴史的、地球
時間的な、重い課題であると思うのです。
今、上映中のスピルバーグ監督の『Ａ．１ふ
ニューヨークが水没する近未来が出てきま
す（夏休み、ご家族でどうぞ）。


